
２　県税事務所別納税義務者数
（単位：人）

237,388    318,108    139,078    540,670    287,973    1,523,217  

11,791      9,049        5,935        21,415      13,492      61,682      

営 業 所 数 453          26            32            235          100          846          

特 徴 者 数 111          6             24            95            68            304          

249,632    327,183    145,045    562,320    301,565    1,585,745  

第 １ 種 3,201        3,539        1,542        5,663        3,533        17,478      

第 ２ 種 5             3             4             3             -             15            

第 ３ 種 777          699          237          1,419        664          3,796        

小 計 3,983        4,241        1,783        7,085        4,197        21,289      

5,240        3,776        2,745        9,367        5,928        27,056      

9,223        8,017        4,528        16,452      10,125      48,345      

原 始 682          748          630          1,868        1,008        4,936        

承 継 1,237        1,609        1,346        3,611        1,593        9,396        

小 計 1,919        2,357        1,976        5,479        2,601        14,332      

3,644        4,112        2,927        8,943        4,490        24,116      

5,563        6,469        4,903        14,422      7,091        38,448      

-             -             -             -             -             -             

24            22            14            39            15            114          

183          18            8             15            19            243          

-             -             -             -             -             -             

19,287      - - 20,510      -             39,797      

283,031    257,079    140,396    491,163    271,506    1,443,175  

302,318    257,079    140,396    511,673    271,506    1,482,972  

6             57            -             2             1             66            

-             -             -             -             -             -             

4             30            11            6             6             57            

54            85            40            58            26            263          

77            64            19            70            35            265          

143          186          111          193          187          820          

30            17            2             26            7             82            

858          135          20            284          69            1,366        

1,166        517          203          637          330          2,853        

-             -             -             333          -             333          

568,115    599,362    295,097    1,105,893  590,652    3,159,119  

（注）　１  納税義務者の住所又は事務所もしくは事業所の所在地を管轄する県税事務所別に記載。

　　　　２  利子割、ゴルフ場利用税、軽油引取税については、令和5年2月末現在における施設数、場所数、

　　　　　　及び営業所数

( 旧 法 ） 自 動 車 取 得 税

計

種 別 割

2,700 円　　

狩 猟 税

事 業 税

合 計

計

鉱 区 税

4,100 円　　

11,000 円　　

　　　　　　　　　　　　管轄県税事務所

 税目

個人(均等割及び所得割)

法 人

計

個 人

軽 油 引 取 税

16,500 円　　

固 定 資 産 税

自動車税

自 動 車 税

環 境 性 能 割

　5,500 円　　

8,200 円　　

県 た ば こ 税 ( 手 持 ち 品 課 税 )

行 方 土 浦

ゴ ル フ 場 利 用 税

合 計

家 屋

土 地

不 動 産
取 得 税

水 戸

計

常 陸 太 田

県 民 税

計

利 子 割

法 人

筑 西
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